
10

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
の
方
に
は
、
平
成
22
年
度
分

の
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
7
月

中
旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

●
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引

き
）
対
象
の
方

今
年
4
月
か
ら
特
別
徴
収
が
開

始
さ
れ
た
方
に
は
、
保
険
料
額
決

定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
特

別
徴
収
は
年
金
保
険
者
（
日
本
年

金
機
構
な
ど
）
か
ら
の
通
知
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

●
普
通
徴
収
対
象
の
方

①
保
険
料
額
決
定
通
知
書
お
よ
び

納
付
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

納
期
は
、
7
月
か
ら
翌
年
2
月

ま
で
の
各
月
（
8
回
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。

②
今
年
10
月
か
ら
特
別
徴
収
が
開

始
さ
れ
る
方
へ
は
、
特
別
徴
収

開
始
通
知
書
と
あ
わ
せ
て
納
付

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

7
月
か
ら
9
月
は
納
付
通
知
書

で
納
め
て
い
た
だ
き
、
10
月
以

降
は
年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な

り
ま
す
。

●
年
度
途
中
に
資
格
取
得
し
た
方

今
年
6
月
以
降
に
転
入
・
75
歳

到
達
な
ど
で
資
格
を
取
得
さ
れ
た

方
に
は
、
7
月
以
降
に
納
付
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。

●
今
年
5
月
以
降
に
資
格
を
喪
失

し
た
方

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
月

割
り
で
算
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
転

出
・
死
亡
な
ど
で
資
格
喪
失
し
た

月
の
前
月
分
ま
で
の
保
険
料
が
賦

課
さ
れ
ま
す
。

①
特
別
徴
収
対
象
の
方

4
月
・
6
月
の
仮
徴
収
額
と
月

割
り
の
確
定
額
で
7
月
以
降
に
精

算
し
ま
す
。
不
足
額
が
生
じ
た
場

合
は
、
普
通
徴
収
の
納
付
通
知
書

で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

②
普
通
徴
収
対
象
の
方

転
出
先
や
ご
遺
族
あ
て
に
、
納

付
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て

い
る
方
に
対
し
て
、
新
し
い
被
保

険
者
証
を
7
月
中
に
送
付
し
ま
す
。

自
己
負
担
割
合
（
1
割
ま
た
は
3

割
）
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
所
得

を
基
に
判
定
し
ま
す
。

※
新
し
い
被
保
険
者
証
の
有
効
期

限
は
平
成
23
年
7
月
31
日
で
す
。

旧
被
保
険
者
証
は
、
後
日
、
福

祉
課
窓
口
へ
持
参
い
た
だ
く
か
ご

自
身
で
裁
断
す
る
な
ど
の
処
分
を

し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

特定健康診査を受けましょう
実施期間 ９月３０日(木)まで実施中

４０～７４歳で、町国民健康保険以外の健康保険に加入している方は…�

3　住民課国民健康保険係9２１１５� 3　福祉課医療係9２１２８�

　下記の方を対象にした特定健診が始まりました。特定健診は、みなさんが加入する保険者
ごとに実施するものです。
　また、65歳以上の方には、健診と同時に、介護予防のための生活機能評価を行います。
　生活習慣を見直し、健康な生活を送るために、是非この機会に健診を受けましょう。

実施期間�

対 象 者�

健診種類�

申込方法�

持 ち 物�

費 　 用 �

ご自分が加入している健康保険組合に受診の方法等をご確認ください。�
※例年 9 月下旬は、どの医療機関も大変混み合いますので、早めに受診
されますようお願いいたします。�

40～64歳� 65～74歳�

�受診券
�保険証
�介護保険証

�受診券
�保険証
�介護保険証

�受診券
�保険証

対象者には、受診券を郵送しました。受診券到着後、
実施医療機関に直接お申し込みください。受診券が
届かなかった方や、住所・氏名等が変更になった方
は、再交付しますので、住民課国民健康保険係まで
ご連絡ください。（ただし、 5 月 1 日以降、伊奈町国
民健康保険に加入した方で、健診を希望する方は住
民課国民健康保険係までご連絡ください。）�

無　　料�

無　　料�

特定健康診査�

 9 月30日まで実施中� 実施期間�

対 象 者�

健診種類�

申込方法�

持 ち 物�

費 　 用 �

健康診査�

対象者には、受診券を郵送し
ました。受診券到着後、実施
医療機関に直接お申し込みく
ださい。受診券が届かなかっ
た方や、住所・氏名が変更に
なった方、年齢到達で後期高
齢者医療の被保険者になった
方については、受診券を交付
しますので、福祉課医療係ま
でご連絡ください。�

75歳以上（一部65歳以上の方を含む）�

  9 月30日まで実施中�

�

後期高齢者医療に加入している方伊奈町国民健康保険に加入している方

特定健康診査を受けましょう

03
　
福
祉
課
医
療
係1

9
2
1
2
8

後
期
高
齢
者

医
療
に
つ
い
て

平
成
２２
年
度
分
の
保
険
料

被
保
険
者
証
の
更
新
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7
月
中
旬
ま
で
に
第
１
号
被
保

険
者
（
65
歳
以
上
）
の
方
へ
平
成

22
年
度
分
の
納
入
通
知
書
（
介
護

保
険
料
額
決
定
通
知
書
）
を
郵
送

し
ま
す
。詳
し
く
は
下
記
の
ほ
か
、

通
知
書
に
同
封
し
た
お
知
ら
せ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、
平
成
21
年
度
か
ら
23
年

度
ま
で
の
3
年
間
は
、
所
得
段
階

に
変
更
が
な
け
れ
ば
介
護
保
険
料

額
は
同
一
で
す
。

※
昨
年
度
、
保
険
料
を
改
正
す
る

に
あ
た
り
、
介
護
従
事
者
の
処
遇

改
善
の
た
め
に
行
わ
れ
た
介
護
報

酬
改
定
（
プ
ラ
ス
3
％
）
に
伴
い
、

保
険
料
が
上
昇
し
た
分
は
、
国
が

そ
の
一
部
を
負
担
し
（
介
護
従
事

者
処
遇
改
善
臨
時
特
例
交
付
金
）、

被
保
険
者
へ
の
上
昇
に
伴
う
負
担

を
軽
減
し
て
い
ま
す
。

●
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

天
引
き
）
対
象
の
方

①
昨
年
度
、
特
別
徴
収
さ
れ
て
い

た
方
は
、
今
年
度
も
引
き
続
き

年
金
か
ら
天
引
き
と
な
り
ま
す
。

②
今
年
4
月
、
6
月
、
8
月
か
ら

新
た
に
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ

る
方
へ
も
特
別
徴
収
開
始
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。

●
普
通
徴
収
対
象
の
方

次
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
に
は
、
7
月
上
旬
に

納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

①
昨
年
度
、
納
入
通
知
書
に
よ
り

保
険
料
を
納
め
た
方
（
今
年
4

月
、
6
月
ま
た
は
8
月
に
特
別

徴
収
が
開
始
さ
れ
た
方
を
除

く
）

※
今
年
10
月
か
ら
特
別
徴
収
が
開

始
さ
れ
る
方
へ
は
、
特
別
徴
収
開

始
通
知
書
と
あ
わ
せ
て
納
入
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。

7
月
か
ら
9
月
は
納
入
通
知
書

で
納
め
て
い
た
だ
き
、
10
月
以
降

年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な
り
ま
す
。

②
今
年
4
月
か
ら
6
月
ま
で
の
間

に
満
65
歳
に
な
ら
れ
た
方

③
今
年
4
月
か
ら
6
月
ま
で
の
間

に
転
入
を
さ
れ
た
65
歳
以
上
の

方
●
前
記
以
外
の
方

①
今
年
7
月
以
降
に
満
65
歳
に
な

ら
れ
る
方
に
は
、
満
65
歳
到
達

月
ま
た
は
そ
の
翌
月
に
納
入
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

②
今
年
7
月
以
降
に
転
入
さ
れ
た

65
歳
以
上
の
方
に
は
、
転
入
月

ま
た
は
そ
の
翌
月
に
納
入
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。

3

福
祉
課
介
護
保
険
管
理
係
9

2
1
2
4

口
座
振
替
は
、
納
期
ご
と
に
保

険
料
を
納
め
に
行
く
手
間
を
省

き
、
納
め
忘
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
一
度
申
し
込
め
ば
翌
年
度

も
口
座
振
替
が
継
続
さ
れ
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
安
全
で
便
利
、
確
実
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
普
通
徴
収
納
入
通
知
書
に
添
付

さ
れ
て
い
る
口
座
振
替
依
頼
書
で

申
込
み
で
き
ま
す
。）

※
口
座
振
替
の
開
始
は
、
申
込
み

の
翌
月
末
以
降
か
ら
と
な
り
ま

す
。

※
町
税
等
を
口
座
振
替
し
て
い
る

方
も
、
介
護
保
険
料
の
口
座
振
替

を
改
め
て
申
し
込
む
必
要
が
あ
り

ま
す
。

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
を
ご

利
用
の
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
の

用
紙
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

3

福
祉
課
介
護
保
険
管
理
係
9

２
１
２
４

住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る

方
が
軽
減
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
助
成
認

定〈軽
減
内
容
〉

①
訪
問
介
護

②
訪
問
入
浴
介
護

③
通
所
介
護

④
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

⑤
短
期
入
所
生
活
介
護

⑥
短
期
入
所
療
養
介
護

⑦
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

⑧
訪
問
看
護

前
記
①
〜
⑧
の
い
ず
れ
か
の
サ

ー
ビ
ス（
介
護
予
防
を
含
む
）を
利

用
し
た
際
に
は
、
所
得
等
の
段
階

に
応
じ
て
10
％
の
利
用
料
を
5
％

ま
た
は
6
％
に
軽
減
し
ま
す
。

●
負
担
限
度
額
認
定

介
護
保
険
施
設
や
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
に
お
け
る
居
住
費
や
食
費
の

額
は
、
利
用
者
と
施
設
（
事
業
者
）

と
の
契
約
に
よ
る
こ
と
が
原
則
と

な
り
ま
す
が
、
所
得
の
低
い
方
に

は
負
担
限
度
額
を
設
け
、
自
己
負

担
額
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。い

ず
れ
も
軽
減
を
受
け
る
に
は

申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

3

詳
し
く
は
、
福
祉
課
介
護
保

険
管
理
係
9
2
1
2
4
ま
た
は
担

当
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ

11

災害時要援護者
「個別計画」の登録を

◎
普
通
徴
収
対
象
の
方
へ

安
全
・
便
利
な

口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
の
軽
減
に
つ
い
て

平
成
22
年
度
分

介
護
保
険
料
の
納
付
を

お
願
い
し
ま
す

広報いな 5 月号でお知らせしました
『伊奈町災害時要援護者避難支援プラ
ン（全体計画）』に基づく災害時要援護
者に該当する方には、 7 月 1 日に「個
別計画」の登録についての通知を送付
しました。
今回、通知を送付させていただいた
方々は、本年 6 月 1 日現在における次
の対象者ですが、登録についてのご不
明な点や通知が届かない場合がありま
したらご連絡ください。
対象者
①介護保険の要介護認定が 3 ～ 5 の方
②身体障害者手帳・療育手帳・精神保
健福祉手帳を所持する方
③75歳以上の１人暮らし高齢者
④75歳以上のみで構成される世帯の高
齢者
※この「個別計画」は避難支援を希望
される方に緊急時連絡先、居住の状況、
特記事項、自宅周辺地図、避難場所、
避難所などの必要事項をご記入いただ
き、町に提出して登録となります。
登録後、行政区や自主防災組織、民
生委員・児童委員等に、地域での支援
活動に必要な情報を提供し、災害時の
避難支援に活用してもらいます。
03 福祉課総合福祉係192125

 2010/07-609広報いな  10.6.22  10:29 AM  ページ11


